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特許庁の手数料(印紙代) 

特許庁手数料 2016 年 7 月 29 日 基準 

 

１.出願関連                                             (単位：ウォン) 

区分/権利 特許 実用新案 
デザイン(1 デザイン) 

商標 
審査 一部審査 

電子出願 

(オンライ

ン,FD) 

基本

料 

韓国語 46,000 

(外国語 73,000)

韓国語 20,000 

(外国語 32,000)
94,000 45,000 

1 商品類区分毎

62,000 

+指定商品加算料

書面出願 

基本

料 

韓国語 66,000 

(外国語 93,000)

韓国語 30,000 

(外国語 42,000)
104,000 55,000 

1 商品類区分毎

72,000 

+指定商品加算料

加算

料 

明細書·図面·要約書

20 枚超過する 1 面

毎 

1,000 加算 

明細書·図面·要約書

20 枚超過する 1 面

毎 

1 面毎 1,000 加算

なし なし なし 

※ 商標電子出願の場合、特許庁で告示する商品名称のみを使用し出願すれば 1 商品類区分毎に 

    56,000+指定商品加算料 

※ 外国語の特許・実用新案出願は英語のみ可能 

※ 指定商品加算料：1 商品類区分の指定商品が 20 超過時、超過する指定商品毎 2,000 ウォン加算 

 

 

２.優先権主張、審査請求、優先審査、再審査請求                       (単位：ウォン) 

区分/権利 特許 実用新案 
デザイン 

商標 
審査 一部審査 

優先権 

主 張 

申請料 

(電子) 

1 優先権主張毎 

18,000 

1 優先権主張毎

18,000 

1 優先権主張

毎  

18,000 

1 優先主張毎

18,000 

1 商品類区分

毎 

18,000 

申請料 

(書面) 

1 優先権主張毎 

20,000 

1 優先権主張毎

20,000 

1 優先権主張

毎 

20,000 

1 優先主張毎

20,000 

1 商品類区分

毎 

20,000 
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追加料 

(電子) 

1 優先権主張毎 

18,000 

1 優先権主張毎

18,000 
なし なし なし 

追加料 

(書面) 

1 優先権主張毎 

20,000 

1 優先権主張毎

20,000 
なし なし なし 

審 査 

請求料 

基本料 143,000 71,000 なし なし なし 

加算料 
請求範囲 1 項毎

44,000 加算 

請求範囲 1 項毎

19,000 加算 
なし なし なし 

再審査 

請求料 

基本料 100,000 50,000   なし 

加算料 
請求範囲 1 項毎

10,000 加算 

請求範囲 1 項毎

5,000 加算 
下記※部参照 なし 

優先審査申請料 200,000 100,000 70,000 
1 デザイン毎 

70,000 

1 デザイン毎

160,000 

※ 但し、商標優先審査申請は 2009.04.01 以後 

※ デザイン再審査の場合“デザイン再審査のための補正料”が再審査請求料に該当する(電子文書 

    提出：毎件 30,000 ウォン、書面提出：毎件 40,000) 

※ 審査請求と同時に審査猶予をする場合、審査請求料は審査猶予希望時点から 2 ヶ月前まで納付

可能 

    (但し、2011.04.01 以後審査請求された件から適用) 

 

 

３.登録関連                                              (単位：ウォン) 

権利 
設定登録料 

(1～3 年分) 

年次登録料 

4～6 年 7～9 年 10～12 年
13～15

年 
16～25 年

特 

許 

基本料 
毎年 15,000 ずつ

45,000 

毎年 

40,000 

毎年 

100,000

毎年 

240,000

毎年 

360,000 

加算料 

(請求範囲 1 項毎)

毎年 13,000 ずつ

39,000 

毎年 

22,000 

毎年 

38,000

毎年 

55,000

毎年 

55,000 

実 

用 

新 

案 

基本料 
毎年 12,000 ずつ

36,000 

毎年 

25,000 

毎年 

60,000

毎年 

160,000

毎年 

240,000 
  

加算料 

(請求範囲 1 項毎)

毎年 4,000 ずつ 

12,000 

毎年 

9,000 

毎年 

14,000

毎年 

20,000

毎年 

20,000 
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デ 

ザ 

イ 

ン 

審査 
毎年 25,000 ずつ

75,000 

毎年 

35,000 

毎年 

70,000

毎年 

140,000

毎年 

210,000 

(16-20 年)

毎年 

210,000 

一部審査 

毎年 1 デザイン毎

25,000 ずつ 

75,000 

毎年 

34,000 

毎年 

34,000

毎年 

34,000

毎年 

34,000 

(16-20 年)

毎年 

34,000 

商 

標 

商標(サービス標)
211,000 

  *多類指定の場合 1 商品類区分毎 211,000 加算 

  *商標設定登録時、地方税 9,120 追加 

  *指定商品 20 超過時、指定商品毎 2,000 ウォン加算

  ※更新登録料は、更新出願料と登録料が含まれる。

指定商品追加 

存続期間更新 
310,000 

(更新追納:340,000)

 

 

4.審判関連 (但し、★積極的権利範囲確認審判請求料)                   (単位：ウォン) 

権利/区分 

特許・実用新案★ デザイン★ 商標 

拒絶・無効・取消・

訂正・権利範囲等 
補正却下

拒絶・無効・取

消・権利範囲等
補正却下

拒絶・無効・取

消・権利範囲等 
補正却下

電子

文書

提出 

基本料 件毎 150,000 
件毎

200,000

1 デザイン毎 

240,000 

件毎

200,000

1 商品類区分毎 

240,000 

件毎

200,000

加算料 
請求範囲 1 項毎 

15,000 加算 
なし なし なし なし なし 

書面

提出 

基本料 件毎 170,000 
件毎

220,000

1 デザイン毎 

260,000 

件毎

220,000

1 商品類区分毎 

260,000 

件毎

220,000

加算料 
請求範囲 1 項毎 

15,000 加算 
なし なし なし なし なし 

 


